
介護認定の有効期間終了が近づいています。 

更新申請受付は有効期間終了の 60日前から 

行うことができます。 
 

現在、介護サービスをご利用の方で引き続きサービスの継続利用をご希望の方は、 

ちゃーがんじゅう課にて、更新申請のお手続きをお願いいたします。 

申請については、事業者による代行申請も可能ですので、お手続きが困難な場合 

は、担当のケアマネージャーへご相談下さい。 

また、現在サービス利用予定のない方は、お手続きの必要はありません。 

介護サービスが必要になった場合は、まずお電話でご相談ください。 

 

受付場所・受付時間 

場所； 那覇市役所本庁舎（泉崎）２階 ちゃーがんじゅう課 ２９番窓口 

時間： 午前８：３０～１１：３０   午後１３：００～１６：３０ 

 

申請前に確認していただくこと 

① 主治医の氏名・病院名・病院住所・電話番号 

申請後、市役所から主治医あて意見書を送付しますので、記入について、主治医に事前に了承を 

得るようお願いいたします。 

 

② 訪問調査について希望する曜日・時間 

・曜日は月～金（祝祭日除く） 

・時間は原則１０時または１３時（指定介護施設・病院は１５時） 

・調査場所が那覇市外など遠隔地となる場合はその限りではありません。 

 

③ 施設入所中の方  

施設名・施設の住所・電話番号を確認するようお願いたします。 

 

④ 入院中の方 

手術前後・病状不安定の場合、適切な調査が出来ないため、申請時期についてはお電話でお問い合

わせください。また、リハビリ転院を控えている場合も、調査時期の調整が必要になりますので、お問

い合わせください。 
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申請に必要なもの 

① 介護保険証 

② 健康保険証（６５歳未満の第２号保険者のみ） 

③ 委任状（代理・代行者申請の場合のみ） 

④ 窓口に来られる方の身分証明書（顔写真無しの身分証の場合は２点） 

 

申請に来られる際のご注意 

月初めは繁忙期となっており、事業者による申請で大変混みあうことから、 

訪問調査場所（地区）ごとに申請日が指定されています。対象地区以外の場合、受付できかね 

ますので、ご注意ください。 

※訪問調査場所による申請日の詳細については、別途ホームページ上にアップしていますので、 

  ご確認ください。 

有効期間の確認方法 

お手持ちの介護保険被保険者証でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧奨通知について 

毎月第１営業日～第３営業日に事業者による更新申請が集中することから、第３営業日までに更新申

請がない方について、更新申請の勧奨通知を送付しております。 

 

お問い合わせ 

那覇市役所 ちゃーがんじゅう課 認定グループ 

ＴＥＬ 098-861-1274  FAX 098-862-9648 

 
「認定の有効期間」から 

ご確認いただけます。 


